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１０月からの「資源とごみの収集カレンダー」を配布します
問３Ｒ推進課☎７９７・７１１１

軽自動車税環境性能割が導入されます
問市民税課☎７２４・２１１３

受け付けを行っています

２０２０年度　市立小・中学校通学区域緩和制度
問学務課☎７２４・２１７６

中学校給食無料試食会を実施します
問保健給食課☎７２４・２１７７

インターネット入札で　衛星携帯電話を売却します
問防災課☎７２４・３２１８

　お住まいの地区の資源とごみの
収集日がひと目でわかる「資源と
ごみの収集カレンダー（１０月～
２０２０年９月版）」を、市内全戸に順
次配布します。
　委託事業者が各戸の郵便受けに
投函します。収集カレンダーは袋
等に入っていませんので、他のチ
ラシ類と見間違って廃棄や紛失を
しないようにご注意下さい。
　また、収集カレンダーは地区別
です。表紙右上に記載されている
収集カレンダーの地区番号と地区

名（町名・団地名）をご確認下さい。
なお、現在お持ちの収集カレンダ
ーの地区名が「特別指定団体」と記
載されている方は、お住まいの町内
会・自治会・管理組合が配布します。
配布期間９月１４日㈯まで
※９月１５日になっても届かない場
合は、市役所代表（☎７２２・３１１１）
へお問い合わせ下さい。
※「特別指定団体」地区は、各町内
会・自治会・管理組合へお問い合わ
せ下さい。

　１０月１日から、自動車取得税（都
税）が廃止され、新たに軽自動車税
環境性能割（市税）が導入されま
す。取得価額が５０万円を超える三
輪以上の軽自動車（新車・中古車を
問わず）の取得時に課税され、賦課
徴収は東京都が行います。税率は、

燃費基準値達成度に応じて決まり
ます。
　また、現行の軽自動車税の名称
が、「軽自動車税種別割」に変わり
ます。納税通知書等の一部の帳票
上の名称は、来年度から変更しま
す。

　市立小・中学校は、通常、住所に
よって入学する学校が指定されて
いますが、入学に際して保護者や
お子さんが指定校以外の学校を希
望できる「町田市立小・中学校通学
区域緩和制度」があります。
対象学年市内在住の、２０２０年４月に
入学する新小学１年生・新中学１年生
【希望できる学校の範囲】
○小学校　住所による指定校の隣
接校（希望校までの通学距離が１．
５㎞未満であれば隣接校でなくて
も希望可）
○中学校　市内全域
※小・中学校ともに、受入枠が設定
されています（施設等の関係で受

入枠が設けられない学校も有り）。
受入枠を超える申請があった場合
は、公開抽選を行います。
※詳細は、８月下旬に対象者へお
送りした案内書（申請書も同封）を
ご覧下さい。
申申請書を１０月４日まで（消印有
効）に、直接または郵送で学務課
（市庁舎１０階、〒１９４－８５２０、森
野２－２－２２）へ。
※普通郵便が心配な方は、特定記
録郵便等をご利用下さい。
※申請結果は、１０月下旬に送付す
る予定です。また、締切日時点の申
請状況は、まちだ子育てサイトに
掲載します。

　市立中学校では、２００５年度から
弁当併用外注方式（デリバリー方
式）の給食を提供しています。給食
の献立は、中学生に必要な栄養を
バランス良く取れるよう、市の栄
養士によって考えられています。
　この給食をより多くの生徒に利
用してもらうため、デリバリー給

食を実施している市立中学校１９
校の生徒及び保護者を対象に、９
月から２０２０年１月まで、各中学校
で無料試食会を実施します。
　実施日や申込方法等の詳細は、
各中学校を通してご案内します。
※中学校給食の詳細は、まちだ子
育てサイトで紹介しています。

　インターネットを利用した一般
競争入札で衛星携帯電話を売却し
ます。
※入開札はヤフー（株）が提供する
公有財産売却システム上で行いま
す。詳細は町田市ホームページを
ご覧下さい。
入札期間１０月４日㈮午後１時～１１
日㈮午後１時

申申込書類（町田市ホームページで
ダウンロード）に記入し、９月１９日
まで（消印有効）に郵送で防災課（〒
１９４－８５２０、森野２－２－２２）へ。
※入札に参加するには、事前に仮
申し込みが必要です。９月１９日午
後２時までに「Ｙａｈｏｏ！官公庁オー
クション」で入札参加手続きを行
って下さい。

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市情報公開・個人
情報保護運営審議会

９月９日㈪午前
１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－２

３人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎７２４・８４０７）へ

町田市教育委員会定
例会

９月１８日 ㈬ 午
前１０時から

市庁舎１０階会
議室１０－３～５

直接会場へ問教育総務
課☎７２４・２１７２

町田市都市計画マスタ
ープラン及び町田市住
みよい街づくり条例あ
り方調査検討委員会（町
田市都市計画審議会特
別委員会兼町田市街づ
くり審査会専門部会）

９月１９日 ㈭ 午
前１０時～正午

市庁舎２階会議
室２－３

３人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策
課（☎７２４・４２４７）ま
たは地区街づくり課

（☎７２４・４２６７）へ

町田市地域密着型サ
ービス運営委員会

９月２０日 ㈮ 午
後６時３０分～８
時

市庁舎２階会議
室２－２

４人
（申し込み順）

９月１３日までに電話で
い き い き 総 務 課（ ☎
７２４・３２９１）へ

町田市地域包括支援
センター運営協議会

９月２４日㈫午後
４時３０分～６時

市庁舎２階会議
室２－１

５人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者福
祉課（☎７２４・２１４０）へ

軽自動車税環境性能割の税率
車　種 税　率

自家用軽自動車 非課税・１％・２％
営業用軽自動車 非課税・０.５％・１％・２％

※ただし、１０月１日～２０２０年９月３０日に取得した自家用乗用車の税率は、１％軽減されます。
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　令和元年（２０１９年）第３回市議会
定例会（９月議会）が８月２８日に開
会されました。今議会には令和元
年度（２０１９年度）一般会計補正予
算など３７議案が提出されました。
　議案等の内訳は予算５件、条例
１６件、契約４件、損害賠償２件、町
区域２件、道路２件、その他４件、認
定２件となっています。会期は今
月３０日までです。

予 算 案
　今回の補正予算額は、一般会計
が２６億２９１３万８千円、特別会計で
は、２０１８年度決算の確定に伴う繰
越金、及び清算に伴う返還金等を
計上し、１６億２４６６万６千円の補正
を行い、一般会計と特別会計の合
計は４２億５３８０万４千円です。
　主な内容は次のとおりです。
【暮らしやすいまちづくりのために】
○鶴川駅北口交通広場の整備を進
めるとともに、鶴川駅南土地区画
整理事業を実施し、鶴川駅周辺の
再整備を推進する「鶴川駅周辺街
づくり事業」
◯都が創設した補助制度を活用
し、空家の敷地有効活用策の研究
等を行うことで、市内における空
家対策をさらに推進する「空家の
敷地活用策等検討調査事業」
【子育て・教育環境のさらなる充実
を目指して】
◯国による就学援助費及び就学奨
励費の入学準備金の単価増に準じ
た支給を行い、子育て・教育環境の
充実を図る「小・中学校入学準備金
支給事業」

【その他】
◯厚生労働省より屋外喫煙施設の
技術的留意事項について基準が示
されたことを受けて、都の補助制
度を活用し、受動喫煙防止未対策
の市内指定喫煙所５か所の受動喫
煙防止対策を行う「指定喫煙所改
修事業」

条 例 案
○住民基本台帳法施行令等の改正
に伴い、関係する規定を整備する
ため、所要の改正をする「町田市印
鑑条例の一部を改正する条例」
◯町田市立総合体育館メインアリ
ーナ壁面に大型映像装置を設置す
ることに伴い、附属設備の利用料
金を設定するため、所要の改正を
する「町田市体育施設条例の一部
を改正する条例」
◯子ども・子育て支援法等の改正及
び都の多子世帯負担軽減補助事業
の実施に伴い、関係する規定を整備
するため、所要の改正をする「町田
市特定教育・保育施設及び特定地
域型保育事業の利用者負担額等に
関する条例の一部を改正する条例」
◯町田市が施行する土地区画整理
事業「町田都市計画事業鶴川駅南
土地区画整理事業」の施行規程を
条例で定めるため、制定する「町田
都市計画事業鶴川駅南土地区画整
理事業施行に関する条例」
◯下水道事業に地方公営企業法の
財務規定等を適用するため、制定
する「町田市下水道事業の設置等
に関する条例」
など１６条例です。

9月議会が開会　補正予算などを審議
問総務課☎７２４・２１０４

軽自動車の通常の取得価額（課税標準額） × 税　率

税額の計算方法


